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１．計画概要

本業務は、鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス敷地内の歯学部講義実習棟及び郡元キャンパス敷地内

の連合農学研究科棟、音楽美術科棟におけるエレベーター新設、トイレ改修等設計業務である。

２．設計概要

§１．建築設計概要

１）計画概要

・各建物ごとに整備可能なエレベーターシャフトサイズを検討の上、建物用途・利用

に適したエレベーターカゴサイズ等の仕様を検討すること。

・エレベーターは車椅子対応とする。

・バリアフリー化の観点から、エレベーターの新設と合わせて既設建物の建具改修・

段差解消を行うこと。

・改修する男子・女子トイレの出入口は衛生上の観点から建具は設けず、迷路式とす

ること。また、女子トイレにはパウダーコーナーの設置を検討すること。

・機能を満足した上で工事費のコスト縮減及び維持管理費の経済性への配慮、また、

省エネルギー・メンテナンス等に配慮した設計とすること。

・「環境物品等の調達の推進を図るための方針（鹿児島大学策定）」に基づく資材建

設機器等の調達を積極的に設計に取り入れること。

・建築物に関係する各種法令（建築基準法、消防法等）に対応した計画とすること。

２）仕上げ等に関する考え方

・内装材等は、衛生的で耐久性がありメンテナンスが容易な仕様とすること。

・コスト及び維持管理費の経済性への配慮を行うこと。

・環境負荷の小さい建材等の採用等、資源の有効活用を図ること。

・鹿児島の気象条件を考慮すること。

３）構造計画について

・現地及び既存図等を確認の上、エレベーターシャフトサイズを検討すること。

４）その他

・工事期間中の授業等への影響（騒音、振動、臭気等）に配慮した設計とすること。

§２．電気設備設計概要

１．電灯設備

・教員及び学生の安全性並びにフレキシビリティー性を考慮した計画とすること。

・トイレ照明はＬＥＤダウンライトを採用し、点灯方式はセンサーとすること。

・トイレブースにはウォシュレット用のコンセントを設けること。

・トイレ洗面には自動水栓用のコンセントを設けること。

・エレベーターシャフトには保守点検用のコンセントを設けること。

・自動ドアの電源を設けるとともに専用スイッチ（カバー付き）を設けること。

・エレベーターシャフトに既設の埋込配線がある場合は盛り替えを検討すること。



２．幹線・動力設備

・ケーブルの配線系統及びシャフトの配置等は、メンテナンス性及び将来の改修時

のフレキシビリティ性を考慮した計画とすること。

・エレベータ用の電源を整備すること。

・トイレ改修では各フロアにホーム分電盤の設置を検討すること。

３．受変電設備

・電気室から電源を供給する場合は、配電盤に専用のブレーカーを設置すること。

４．誘導支援設備

・「多目的トイレ」及び「みんなのトイレ」にはトイレ呼出設備を設置すること。

５．火災報知設備

・消防法並びに建築基準法等の関係法令に基づく所要機能を有する計画とすること。

・間仕切り変更に伴う感知器の検討を行うこと。

・エレベーターシャフトには点検ボックス付きの煙感知器を設置すること。

・エレベーターシャフトに既設の埋込配線がある場合は盛り替えを検討すること。

６．構内配電・通信線路

・事務室がないトイレ呼出設置建物は、別棟への構内通信線路を検討すること。

§３．機械設備設計概要

１．換気設備

・排気だけでなく、給気も含めた換気設備を検討すること。

２．衛生設備

・ユニバーサルデザインへの対応。（車いす使用可能なブース、手すり等の計画等）

・適正器具数の検討を行うこと。

・感染対策。（洗浄等の自動化）

・維持管理性の検討。（汚れが付きにくい器具、節水性の高い器具の採用）

・節水、メンテナンス性を考慮。

３．給水設備

・給水は、市水と井水を使用し、既設管へ接続。

・維持管理性の確保（配管系統、管理用バルブの位置等の検討）。

４．排水設備

・建物内は、汚水・雑排水・雨水の３系統に区分する。

・汚水と雑排水は、屋外第１桝にて合流し、鹿児島市公共下水道に放流する。

・雨水については、単独で構内雨水排水へ放流する。

§４．設計上配慮すること

・工事期間中における工事建物・近接する建物への影響や、学生・教職員等への

安全に配慮した仮設計画とすること。


